
30日 

30日 

案件受理－審査廷に
移送 

手続審査、もし不足の部分がある場合、補正を
命じる決定 

未補正 

補正済み 

棄却 

第一回の書面先行（被告に答弁状の提出を命ずる） 被告による手続抗弁の提出 

被告が実体法上の抗弁の提出 

必要なとき、裁判所が技術審
査官を指定 

第二回の書面先行（原告より争点整理状提出） 

第三回の書面先行（被告より争点整理状提出） 

30日 

30日 

手続審査終結後、審判廷を決定 

準備手続 争点整理、審理計画策定（次のページ参照） 

手続争点について書状交換又
は準備手続を行うよう命ずる 

裁判所が中間に立っ
て裁判 

手続要件が未欠缺或
はすでに補正済み 

 
手続が原告の訴えを
棄却する又は管轄を
移転する 
 

1) 双方は一回目の口頭弁論期日前に各項の事実及び法
律上の争点、理由及び証拠を提出しなければならな
いほか、証拠調査又は当事者或いは第三者に文書、
物件の提出を命じるよう申立てるべきである。 

2) 当事者は、もし提出すべき文書が営業秘密に関わっ
ていると認めた場合、秘密保持命令の発行を申立る
ことができる。 

60日 

知的財産民事訴訟事件審理モデル 



準備手続  声明の確認 
 争点の整理、協議による簡素化 
 手続争点 
 実体争点（技術、法律争点） 
 係争特許の技術特徴要件解析表の開示 
 審理計画策定 
 審理順序の確認（e.x.「特許有効性」の争点と
「特許請求範囲に該当するか否か」の争点の難易
程度によってその審理順序を決定） 
 調査すべき証拠の確認 
 失権効の説諭 

60日 

第一回の口頭弁論 特許有効性（特許範囲解釈の申立てを含む）の審理 

第二回の口頭弁論（必要な時） 

60日 

60日 

特許有効 特許無効 

侵害の有無の審理 

侵害 非侵害 

損害賠償の審理 後続口頭弁論（必要な時） 

判決（本案終結） 




